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行 政 ネ見 察 報 告 書

令和 6年 5月 31日

長浜市議会議長 中川 勇 様

長浜市議会議員 加納 義之

私が出席した次の会派視察の結果にわいて報告します。

1,視察等名  新 しい風 会派視察研修

2.視察期間  令和 6年 5月 14日 (火)～ 5月 15日 (水 )

3.視察場所及び日的

① 東京 :内閣府 地方創生推進事業局・地方創生推進室
|「

デジタル囲園都市国家構想について」

「地方創生の動きにういて」

② 東京 :総務省 自治税務局市町村税課

「ふるさと納税制度について」

③ 東京 :文都科学省            イ

「農業特区と国行政法人農業高等専門学校創設に向けた説明及

び意見交換会

F農業特区と国行政法人農業高等専PH学校創設に向けた
'実

願書

の提出」

④ 神奈川県 :横浜市役所

「横浜みなと赤十字病院の指定管理制度導入に向けた取組や事

例について」 ;

:横浜みなと赤十字病院

「指定管理制度導入後の現状について」  ヽ

「病院の現場見学により状況の説日ナlを受ける。」

記

長 浜 !市 議 会
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4.調査内熔感想等

・視察の目的

① ・デジタル田 市 家について

デジタル実装を通 じて地方が抱える課題を解決 し、誰一人取り残されず

すべての人がデジタル化のメ リッ トを享受できる心豊かな暮 らしを実現

するため。

近年の地方創生の きについて、地方創生拠′煮整備タイプ 。地方創生推進

タイプ ・横展 開型・ S ocietv5 .0)の対象経脅 。採択 等 狂赤考に

しての今後 の 涯 市 で の 李付金筆 の活 用に向け 口乾糸日について

② ふるさと納税の更なる有効活用に向けた について

企 のふる の の イこつい

③ 内 に の

書提 出者か詳細を説明し、文都科学省の担当者 の青 見交換会 をし、

ら趣 旨説明により、長浜市内に国行政法人農業高等学校専門 設 と必要性

の理解 を得ること。_

④ 横浜市役所担当者による横浜市立みなと赤十字病院の指定管理者制度で

の横浜市の取組 花視察 し、長浜市の病院の役割、 院再編方針等の参

考材料にするため。

⑤ 日本赤十宇社による横浜市立みな と赤十字病院の指定管理者制度の組織

の体制や健全運営での研修を受けて、今後の長浜市の 院再編等に向けた

取組に参考にするため。

医療従事者の医療現場での仕事の を見学 して、長浜市の参

め。

長 浜 市 議 会

考にす るた
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5,視察内熔

① デジタル田園都市国家について

令和 5年 4月 の内閣府調査・地域別のテ レワーク実施率が高 くな り、地方への

移住の理由によると、人 口密度が低 く自然豊 かな環境 の魅力 を じたためが

33.1%。 テレワークによつて地方でも 様 にイ動けると思つた が 22.6°/Oと のと

て の の し

た取組 として、懸念 され る仕事での収入減少しないようにするための市のサポ

― 卜体制等の意 見交換。

0行政視察の結果を本市にどのように反映 させるか。

地方の活性化を図るには、地方の経済 。社会に密接に関係する様々な分野にお

いて、デジタルカを活用 し、社会課題の解決や魅力の向上を図ることが必要であ

り、本市においても仕事をつ くることや人の流れを作ることが重要になつてく

る。地方創生に資するテレワークの推進、オンライン関係人 口の姶」出、拡大、長

浜への移住、就業に対する支援や二地域居住等の推進への施策が必要になると

思 う。また女性活躍に向けた意識改革や働 きかけ、女性の起業支援などの取組が

必要になると思 う。

② ふるさと納税の更なる有効活用に向けた取組について

ふ る さと糸内税 とイま、生まれたふ るさとや応援 したい 自治体 に寄付 がで き

る制度 で、寄付す とで、住んでい る自治体の住民税の減額 (控除)や税

稼 竪 か ら百岸裂≧茶漸の ヽ 巳 r→豊紺 ヽ 歩 暮 十 ら 白 白′̂で 暮 締 ハ の 柿し し 拍′ス  ▼

い道 を指定でき、地域 の名 産 品な どのお礼 の品 もいただ ける魅力的な仕組

みである。寄付金 の うち 2,000円 を超 え る部分 イこついては、あなたが住んで

いる地域の住民税 の減額 (控除)や税務署か ら所得税 の払い戻 し (還付 )を

号 けられるが、 近 市 で の ふ る さ と納耕J待II産 の活用が で あ不 十 ノ刀＼ る ハ

この制度 に り医療 。福祉 。子育て ,防 災 。復興支援 な ど、 した お金

を何 に使 つて ほ しいか、 自治体に姑 して指定す ることもできるので長浜市

もこの制度 の利用促 のための粛見交換。

0行政視察の結果を本市にどのように反映 させるか。

ふるさと納税は、返ネL品 を通 して自治体を知 り、応援するきつかけになること

長 浜 市 議 会
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が魅力である。また税収が増え、これまでに実施できなかつた事業を行うことが

可能になるしまた寄付金を活用して地域の特産品や観光資源を PRできる絶好

の機会である。そして地域の活性化につなげるためには必要である。市の意欲の

差が、年間の寄付金の差につながる可能性があるので、市担当職員のモチベーシ

ョンを上げるための施策が必要になると思う。

⑥農業分野の誤 頴 として後糾者不足、 径事者 の将菜 た担 え で あ ろ 50つ

の ロイま全 の 2 なってい で

い イま な こでスマー ト の しを

現在長浜市 内に 自動繰 締 システ ムの 田 え 機や ロボ ッ トトラクター リモコン

車刈 り機 、大型 ドロー ンでの肥料等 を 中散布す るな ど自動 術 に よ り作

2か ローンなの のセ ン

きる人工衛星のアンテ 置が魚務 となって くる。

今後の長浜市での 業スタイルを高校生か ら学び、地域に 付いた農業支援策

として国行政法人 業高等専門学校の創設が必要 と考える。そこでこれらの課

頴解決策 と し て 県市 田T との i車拶割唸イヒ
‐メリミ必要であ り/「 の 音 界′杢権ハ

0行政視察の結果を本市にどのように反映させるか。

長浜市の農業スタイルを高校生から学ぶことにより農業の後継者不足を解消

していかなければな らない。是非 とも国行政法人農業高等専門学校 を創設する

ように今後 も国に対 して要望をしていきたいと思 う。

④横浜市役所の担当者より指定管理者制度導入に向けた準備、課題、取組につ

いて

オ苦浜市立み な とホ 病 院 の 指 市管理 者 待| 店 に移行す るまでの取綿^事イダll″ 研修

し、長浜市で抱 えてしヽ る病院再編について、当時直営での 営の時は年間 60億

円だつたが、令和 6年てilま 21億 8.400 円での指庁管理料で民間参託行 うなど

を さ ンニングコス ト40 ミ20 6 で

予算 として 30年間、指定管理料を同じ金額(6億円)で健 営を行い成功 され

ている 病 昌が 勤 務 す る方 々-10 の 諦 ,日月会 ノハ′行口 セ

は 1名 のみ∩割増な し、

長 浜 市 議 会
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してはモ い の るまで

したが、民営化 に向イすて条例改正議決、新たな病院名や建物の大規模改修は横浜

ン イこ

市が行い、医 の必要に応 じて計画的に医療器具の をし、借入金の利

子 を横浜市役所 担するなど、シンプルなスキム 営 されてきた。

イよ よ り ゝ

遼 市 にとつて非 常 こ家 )彗 ↓テ止`る諦 1日月を呼 すた

0行政視察の結果を本市にどのように反映させるか。

長浜市の病院再編では、市立二病院の医療従事者の十分な理解 と納得が得 ら

れていないように思 う。今まで以上に話 し合いの場を持たなければならない と

思 う。待遇面、施設改修等の計画を丁寧に説明して理解 して頂けるように努力す

べきである。 しつか りと市の方針を伝えそれに向かつて全員が共に病院再編に

向け今の難局を乗 りきるべきである。

ユ イま 2005 4 1 となっ

(指定管理) で開設者 は横浜市長、 は赤十字病院 病床数 634歩末とア賛り

と による

理 に る

により カベ ている の し の

による管理、研修 を受けて 4つの長浜市内の病院の 強化、役割、指定管理者

病院再編方併 々早 魚 ↓准 め 持締可能 な地域 医 力確 立 した い ハ

今回の視 を受 けて各分野別で 淮事例を視察 し、長浜市の今後の取組

についてか考になる有煮義な視察研修 オょ`ったハ

0行政視察の結果を本市にどのように反映 させ るか。

横浜市立みなと赤十宇病院は、複数の専門医の間で「自分や家族がかか りたい」

と推薦 されている。指定管理制度導入により医師が働 きたい病院 として人気が

ある。よつて長浜市も市立長浜病院、市立湖北病院を指定管理制度の導入により

診療科を再編 し、大学病院の医師が本当に働 きたくなるマグネ ッ ト病院 として

目指すべきである。

長 浜 市 議 会


